
魚津市告示第26号 

 

　　魚津市におけるサイバーセキュリティを確保するための方針の 

策定について 

地方自治法の一部を改正する法律（令和６年法律第65号）による改正後

の地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の６第１項に規定するサイ

バーセキュリティを確保するための方針については、魚津市情報セキュリ

ティ基本方針（平成29年魚津市告示第108号）を同方針に位置付けるもの

とする。 

 

令和８年３月４日 

 

魚津市長　　村椿　晃 

 


